
 
各種手引き・研究成果等はこちら http://www.jwrc-net.or.jp/ 

Ａ 

      

 

１．小水力発電の規模 

小水力発電の規模に関して明確な定

義はありませんが、法律上や NEDOでの定義から、

発電規模 1,000kW以下が目安になると考えられま

す。 

 1,000kW以下の水力発電を「新エネルギー」

として認定 

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措

置法施行令」 

 1,000kW以下の水力発電を「中小水力発電」

と呼ぶ。1) 

「新エネルギーガイドブック 2008」(NEDO) 

２．水道システム内での水力発電設置候補地 

水力発電に必要な落差（水頭差）と流量が存在

する箇所が候補地となります。水道システム内で

は、制御弁等で減勢している箇所が有効な候補地

となります。 

一例としては、下記の地点等が考えられます。 

 浄水場着水井流入地点 

 配水池流入地点 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 水力発電設置候補地の例 2) 

３．小水力発電の長所と短所 

導・送水管路など、通水量や落差の変動が年間

を通じて少ない箇所で小水力発電を行う場合には、

太陽光や風力など他の新エネルギーと比較して、

一般に下記の特徴があります。 

[長所] 

・天候などに左右されず、昼夜、年間を通じて

安定した発電が可能 

[短所] 

・落差と流量のある箇所に設置地点が限られる。 

・水利権等の法的手続きが煩雑で、面倒である。 

 

４．発電電力の算定方法 

有効落差と流量から、次式を用いて発電電力を

算出することが出来ます。 

P(kW)＝9.8(m/s2)×Q(m3/s)×He(m)×η 

P ：発電機出力（発電電力） (kW) 

He ：有効落差 He＝Hst－Hl (m) 

Hst ：静落差   (m) 

Hl ：損失水頭  (m) 

Q ：流量   (m3/s) 

η ：水車発電機の総合効率 

 

 

 

 

図－２ 小水力発電設備模式図 2) 

５．河川法に基づく許可手続き 

水道事業の場合、水道用水としての水利使用の

他に、発電のための水利使用という目的が加わる

ため、発電について水利使用の許可を受ける必要

があります。ただし、浄水施設への流入地点より

下流の範囲に小水力発電設備を設ける場合は、河

川法に基づく許可手続きは必要ありません。3) 

手続きが必要な場合でも、上水道用水に完全に

従属する場合は、「河川の流量と申請に係る取水量

及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかに

する計算」は省略可能となるなど、簡素化が図ら

れています。また、電気事業法など河川法以外の

手続きについては、関係機関への確認が必要です。 

６．計画にあたっての留意事項 

水の安定供給が第一であり、発電時や発電設備

の異常時や保守点検時においても、水の供給に支

障を来たさないよう配慮が必要です。 

（出典：水道技術ジャーナル 2011年 7月） 
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